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午後３時 25 分開会 

 

 

 

○ 横山 明美 議長     ただいまから、令和８年第１回十勝圏複合事務

組合議会定例会を開会いたします。ただちに、本

日の会議を開きます。 

ここで、事務局長に本日の議事日程などについ 

て報告させます。 

 

 

○ 石井 健一 議会事務局長 

  報告いたします。本日の出席議員は、35 人であ

ります。 

              欠席の届け出は、17 番西山猛議員、19 番黒川豊

議員、35 番井上亨議員からございました。 

次に、今期定例会につきましては、組合長から 

去る２月 18 日付けをもって招集告示した旨の通 

知がありましたので、ただちに各議員あて通知い 

たしております。 

また、同日付けをもって、組合長及び関係機関 

の長に対して、説明員の出席要求をいたしており 

ます。 

次に、議案の配付について申し上げます。 

今期定例会に付議予定事件として受理しており

ます、令和８年度十勝圏複合事務組合一般会計予

算ほか５件につきましては、２月 18 日付けをもっ

て、各議員あて送付いたしております。 

最後に、本日の議事日程でありますが、お手元 

に配付の議事日程表第１号により、ご了承いただ 

きたいと思います。報告は以上であります。 

 

 

○ 横山 明美 議長    日程第１ 

会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、４番河口和吉議員及び６番 

小椋茂明議員を指名いたします。 

 

 



- 4 - 

 

○ 横山 明美 議長    日程第２ 

会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日１日限りといたした  

いと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長        ご異議なしと認めますので、そのように決定い 

たしました。 

 

 

○ 横山 明美 議長   日程第３ 

議案第１号令和７年度十勝圏複合事務組合一般

会計補正予算第２号を議題といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長   議案第１号令和７年度十勝圏複合事務組合一般

会計補正予算第２号について、ご説明いたします。 

本案は、くりりんセンターにおいて、一般廃棄 

物搬入量の減に伴う廃棄物処理処分手数料及び余 

剰電力売払収入の減少などにより、歳入不足が生 

じることから、ごみ処理施設基金への積立金を減 

額するものであります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 横山 明美 議長    これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長    別になければ、質疑を終わります。 

これから、討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 横山 明美 議長     別になければ、討論を終わります。 

これから採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長        ご異議なしと認めますので、議案第１号は、原 

案のとおり可決されました。 

 

 

○ 横山 明美 議長    日程第４ 

議案第２号議決変更についてを議題といたしま

す。   

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長    議案第２号議決変更について、ご説明いたします。 

本案は、令和５年 11 月 27 日に議決されました、 

中間処理施設整備・運営事業建設工事請負契約に 

ついて、公共工事設計労務単価の改定に伴う賃金 

などの急激な変動に対処するため、インフレスラ 

イド条項の適用により契約金額を 26 億 8,475 万 

6,114 円増額しようとするものであります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

○ 横山 明美 議長    これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長    別になければ、質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 横山 明美 議長    別になければ、討論を終わります。 

これから、採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長    ご異議なしと認めますので、議案第２号は、原

案のとおり可決されました。 

 
 

 

○ 横山 明美 議長   日程第５ 

  議案第３号令和８年度十勝市町村税滞納整理機

構の分賦金の額についてほか３件を一括して議題

といたします。 

 ただちに、提案理由の説明を求めます。 

 米沢則寿組合長、登壇願います。 

 
 

 

○ 米沢 則寿 組合長   議案第３号から議案第６号までの各案件につい

て、一括してご説明いたします。 

はじめに、議案第３号令和８年度十勝市町村税 

滞納整理機構の分賦金の額につきましては、十勝 

圏複合事務組合規約第 16 条第２項第５号の規定 

により、十勝市町村税滞納整理機構の令和８年度 

の運営経費に充てる関係市町村の分賦金の額につ 

いて、均等割を１市町村につき 25 万円、引継件         

数割を１件につき９万円、徴収実績割を令和６年 

度徴収実績額に 100 分の 12 を乗じて得た額とす 

るものであります。 

次に、議案第４号令和８年度十勝圏複合事務組 

合一般会計予算について、ご説明いたします。令 

和８年度の予算につきましては、十勝 19 市町村 

の広域連携を一層促進するため、効果的・効率的 

な事務事業の執行と経費の削減の観点を持って、 

編成を行ったところであります。予算総額は、218 
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億 5,232 万 8,000 円となり、前年度予算対比 170 

億 30 万 6,000 円の増となっております。予算の 

主な内容について、歳出から順次ご説明いたしま 

す。 

第５款議会費は、議会議員及び事務局に係る経 

費を計上いたしました。 

第 10 款総務費は、一般管理、滞納整理事務の 

ほか、公平委員会及び監査委員に係る経費を計上 

いたしました。 

第 15 款衛生費は、くりりんセンター及び汚水 

処理施設などの維持管理のほか、新中間処理施設 

の整備に係る経費などを計上いたしました。 

第 20 款土木費は、十勝川浄化センターの維持 

管理に係る経費などを計上いたしました。 

第 25 款教育費は、教育委員会、帯広高等看護 

学院及び教育研修センターに係る経費を計上い 

たしました。 

第 30 款公債費は、組合債の元利償還金を計上い 

たしました。 

第 35 款職員費は、職員の給料及び手当などを 

計上いたしました。 

第 40款予備費は、不測の経費に対処するため、 

所要額を計上いたしました。 

次に、歳入について、ご説明いたします。 

第５款分担金及び負担金は、構成市町村からの 

各種分担金及び職員費負担金を計上いたしました。 

第 10 款使用料及び手数料は、行政財産使用料、 

あわせ産業廃棄物処理処分使用料及び事業系一 

般廃棄物処理処分手数料などを計上いたしまし 

た。 

第 15 款国庫支出金は、新中間処理施設整備に 

係る循環型社会形成推進交付金を計上いたしま 

した。 

第 20 款道支出金は、教育研究活動促進事業費 

補助金を計上いたしました。 

第 25 款財産収入は、行政財産貸付料、基金の 

利子収入及び物品売払収入などを計上いたしま 

した。 

第 30 款繰入金は、退職手当支払準備基金繰入 
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金を計上いたしました。 

第 35 款繰越金は、前年度繰越金を計上いたし 

ました。 

第 40 款諸収入は、預金利子、滞納処分費及び 

地方交付税措置額交付金などを計上いたしまし 

た。 

次に、債務負担行為につきましては、くりりん 

センター等長期包括的運転維持管理業務委託を新 

たに設定するものであります。 

 次に、議案第５号令和８年度十勝圏複合事務組 

合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計予算につい 

て、ご説明いたします。予算総額は、1,100 万円 

となり、前年度予算対比 100 万円の減となってお 

ります。十勝圏の振興に寄与するため、各種事業 

に係る経費を計上し、その財源として、十勝ふる 

さと市町村圏基金利子及び繰越金などを計上いた 

しました。 

 次に、議案第６号十勝圏複合事務組合特別職の 

職員の給与等に関する条例の一部改正につきまし 

ては、帯広市特別職報酬等審議会の答申結果に基 

づき、給料月額の改定を予定する帯広市の水準に 

合わせ、特別職の職員に支給する給料月額を 2.5 

％引き上げ、現行 69 万３千円を 71 万円に改定し 

ようとするものであります。なお、この改定につ 

きましては、令和８年４月１日から適用するもの 

であります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいた

します。 

 

 

 

○ 横山 明美 議長    これから、一括して質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長    別になければ、質疑を終わります。 

これから、一括して討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 横山 明美 議長    別になければ、討論を終わります。 

これから、議案第３号から議案第６号までの４ 

件について一括して採決を行います。 

              お諮りいたします。 

              議案第３号ほか３件については、いずれも原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 横山 明美 議長    ご異議なしと認めますので、議案第３号ほか３

件は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○ 横山 明美 議長    以上で、本日の日程は全部終わりました。 

これをもちまして、令和８年第１回十勝圏複合事 

務組合議会定例会を閉会いたします。 

 

午後３時 38 分閉会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会議の次第に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

議 長  横 山 明 美   

議 員  河  口 和  吉   

議 員  小 椋 茂 明   
  

 

 


